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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  従来の液晶表示装置よりもコストが低く、額
縁領域が狭い液晶表示装置を提供する。
【解決手段】  液晶表示装置において、フレーム１、液
晶パネル２及び拡散板５を設け、液晶パネル２及び拡散
板５を白色樹脂からなる枠体６により支持する。枠体６
は夫々２本の短辺部材１２と長辺部材１３とから構成
し、短辺部材１２には反射板を設け、この反射板にゴム
からなるランプ取付部材９を嵌合させ、ランプ取付部材
９によりランプ１０の端部を支持する。ランプ取付部材
９を裏面反射板８に取り付けることにより、ランプ１０
を裏面反射板８に固定する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  複数個の光源と、この光源の光を反射す
る裏面反射板と、前記光源を間に挟んで前記裏面反射板
に対向するように配置され前記光源の光を透過させて拡
散させる拡散板と、前記拡散板を透過してきた光を選択
的に透過させることにより像を形成する液晶パネルと、
前記拡散板を支持する拡散板支持部及び前記液晶パネル
を支持する液晶パネル支持部の双方を備えた枠体と、を
有し、前記拡散板及び前記液晶パネルを前記枠体により
保持することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】  前記光源は、その両端部で弾性体からな
る取付部材により個別に前記反射板に脱着可能に取り付
けられていることを特徴とする請求項１に記載の液晶表
示装置。
【請求項３】  前記取付部材はゴム又は樹脂からなるこ
とを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】  前記枠体の内側面に、前記光源の光を前
記液晶パネルに向けて反射する側面反射板が設けられて
いることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に
記載の液晶表示装置。
【請求項５】  前記枠体は少なくとも２個の分割枠体を
連結することにより枠状に組み立てられていることを特
徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の液晶表
示装置。
【請求項６】  前記枠体は４コーナー部で分割可能であ
り、４個の実質的に直線状の分割枠体を連結することに
より枠状に組み立てられていることを特徴とする請求項
５に記載の液晶表示装置。
【請求項７】  前記各分割枠体は、その端部を相互に嵌
め合うことにより連結されていることを特徴とする請求
項５又は６に記載の液晶表示装置。
【請求項８】  前記分割枠体のうち、対向する１対の分
割枠体には、前記側面反射板が一体的に形成されている
ことを特徴とする請求項５乃至７のいずれか１項に記載
の液晶表示装置。
【請求項９】  前記１対の側面反射板には、前記取付部
材を嵌合する凹部が形成されていることを特徴とする請
求項８に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】  前記分割枠体に一体的に形成された側
面反射板同士を連結する他の１対の側面反射板は前記裏
面反射板から起立するように前記裏面反射板と一体的に
形成されていることを特徴とする請求項８又は９に記載
の液晶表示装置。
【請求項１１】  前記分割枠体は樹脂を成形することに
より形成されていることを特徴とする請求項５乃至１０
に記載の液晶表示装置。
【請求項１２】  前記分割枠体は樹脂で覆われた金属か
らなることを特徴とする請求項５乃至１０に記載の液晶
表示装置。
【請求項１３】  前記裏面反射板は、金属板の上に反射
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面として反射材料を被着したものであることを特徴とす
る請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の液晶表示装
置。
【請求項１４】  前記枠体は前記裏面反射板に着脱可能
に固定されていることを特徴とする請求項１乃至１３の
いずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項１５】  前記液晶パネルを前記枠体に対して固
定するフレームを有することを特徴とする請求項１乃至
１４のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項１６】  前記取付部材は、前記裏面反射板の側
縁部に嵌合する断面コ字状部と、前記光源の端部が嵌入
又は挿通される空洞部とを有することを特徴とする請求
項２乃至１５のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は直下型のバックライ
トを備えた液晶表示装置に関し、特に、部品数の低減を
図った液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示装置は薄型テレビ受像機のモニ
タ、スタンドアローン型モニタ及びノート型パーソナル
コンピュータのモニタ等に使用されている。従来、液晶
表示装置はバックライトと、このバックライトからの光
を選択的に透過させて像を形成する液晶パネルと、前記
バックライト及び前記液晶パネルを収納する筐体とから
構成されている。バックライトには、冷陰極放電管等の
光源がバックライトの側部に配置されこの光源からの光
が導光板により液晶パネルに導かれるエッジ型バックラ
イトと、光源が液晶パネルに対向するように配置されて
いる直下型バックライトとがある。直下型バックライト
はエッジ型バックライトと比較して液晶パネルの輝度を
向上させることができるため、高精細型薄型テレビ受像
機のモニタ等を構成する液晶表示装置に適用されてい
る。
【０００３】なお、液晶パネルとは、ＴＦＴ（thin-fil
m transistor：薄膜トランジスタ）等のスイッチ素子が
形成された透明基板と、この透明基板に対向して設けら
れた透明な対向基板と、これらの基板間に封入された液
晶とを備え、マトリクス状に液晶表示部が配置され、各
液晶表示部に設けられた走査線及び信号線に夫々ドライ
バが接続され、更に各ドライバに接続基板が接続された
ものをいい、バックライトとは、光源、この光源を保持
するホルダ、この光源から発振される光を液晶パネルに
向かう方向に反射する反射板及びこの光を拡散させる拡
散板等を一体化したものをいう。
【０００４】例えば、特開２０００－７５２７３号公報
には直下型バックライトを備えた液晶表示装置が開示さ
れている。図９は、特開２０００－７５２７３号公報に
開示されている技術及び他の公知技術に基づいて、従来
の液晶表示装置の構成を示す分解組立図である。図９に
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示すように、従来の液晶表示装置においては、断面形状
がＬ字形であるフレーム２１及びこのフレーム２１に囲
まれるように配置された液晶パネル２２が設けられてい
る。液晶パネル２２は光を選択的に透過させると共に着
色して像を形成する表示部２２ａとこの表示部２２ａの
動作を制御する接続基板２２ｂとから構成されている。
表示部２２ａの側部及び接続基板２２ｂはフレーム２１
の内面に接しており、表示部２２ａと接続基板２２ｂと
の間は、フレーム２１の内面に沿って略直角に折り曲げ
られている。即ち、フレーム２１は液晶パネル２２の表
示部２２ａにおける片面の側部及び接続基板２２ｂを覆
っている。
【０００５】更に、液晶基板２２の表示部２２ａから見
て側部がフレーム２１に覆われていない側には拡散板２
５が設けられている。拡散板２５は例えばアクリルから
なる白色の半透明な板であり、液晶パネル２２の表示部
２２ａに対して平行に設けられている。以下、拡散板２
５から液晶パネル２２の表示部２２ａに向かう方向を表
面方向といい、表示部２２ａから拡散板２５に向かう方
向を裏面方向という。なお、表面方向から見て、フレー
ム２１、液晶パネル２２及び拡散板２５の形状は略長方
形である。
【０００６】拡散板２５の側部は金属からなる枠状の金
属シャーシ２６により支持されている。金属シャーシ２
６と液晶パネル２２の表示部２２ａとの間には樹脂から
なり枠状の形状を有するスペーサ２３が配置されてい
る。スペーサ２３は金属シャーシ２６とガラスからなる
液晶パネル２２が接触することを防止し、液晶パネル２
２の損傷を防止するものである。金属シャーシ２６の表
面の４隅には、樹脂からなる位置決め部材２７が取り付
けられている。位置決め部材２７は液晶パネル２２の位
置を決めて固定するものである。また、金属シャーシ２
６と液晶基板２２の接続基板２２ｂとの間には、両者の
短絡を防止する絶縁部材（図示せず）が配置されてい
る。
【０００７】拡散板２５の裏面側には裏面反射板２８が
設けられている。裏面反射板２８は平板形状である場合
と波板形状である場合とがあり、裏面反射板２８の中央
部近傍は拡散板２５に対して略平行である。裏面反射板
２８における相互に対向する２辺を含む２箇所の側部２
８ａは、裏面反射板２８の中央部近傍に対して０°より
大きく９０°未満の角度で表面側に折り曲げられてい
る。裏面反射板２８における側部２８ａ以外の２箇所の
側部と拡散板２５との間には、夫々側面反射板２９が設
けられている。側面反射板２９には複数の切り込み２９
ａが形成されており、側面反射板２９の形状は櫛形にな
っている。
【０００８】また、拡散板２５と裏面反射板２８との間
には、相互に平行に配置された複数のランプ３０が設け
られており、ランプ３０の両端部は側面反射板２９の切
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り込み２９ａにより支持されている。即ち、ランプ３０
は、裏面反射板２８の側部２８ａと平行に配置され、裏
面拡散板２８の側部２８ａ及び側面反射板２９により周
囲を囲まれている。裏面反射板２８が波状形状である場
合は、ランプ３０はこの波状形状の谷間に収納される。
更に、裏面反射板２８及び側面反射板２９は樹脂枠体３
１の内部に収納され支持されている。
【０００９】また、特開平１１－２８１３号公報には、
直下型バックライトを備える液晶表示装置において、線
状光源（ランプ）毎に半円筒状の反射器を設け、前記線
状光源と前記反射器とを一体化し、この線状光源と反射
器とを枠体に対して側面方向にスライドできるようにし
て、前記線状光源及び反射器を前記枠体に対して着脱可
能にする技術が開示されている。前記反射器は図９に示
す裏面拡散板２８及び側面反射板２９の機能を有するも
のである。これにより、バックライトの輝度の均一化を
図ると共に、線状光源の交換が容易になると記載されて
いる。
【００１０】更に、特開平１１－１４６３０５号公報に
は、液晶表示装置において、液晶パネル、拡散板及びバ
ックライトを支持する枠体を設け、この枠体を２本の縦
フレーム、２本の横フレーム及び４個のコーナ部材から
構成する技術が開示されている。これにより、液晶表示
装置が大型化しても、枠体を製造する成形機及び金型が
大型化することを抑制することにより、枠体のコストを
抑制することができると記載されている。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述の
従来の液晶表示装置には以下に示す問題点がある。先
ず、液晶表示装置はブラウン管を使用する表示装置と比
較してコストが高いという問題点がある。このため、液
晶表示装置においては低コスト化が強く要望されてい
る。また、近時、液晶表示装置の小型化及び表示領域の
大型化が求められている。このため、画像表示部の周囲
に形成される画像の表示に寄与しない額縁領域を可及的
に狭くすることが要求されている。
【００１２】しかしながら、特開２０００－７５２７３
号公報に記載された液晶表示装置においては、金属シャ
ーシ２６及び位置決め部材２７等、数多くの部品を含む
ため、低コスト化及び狭額縁化には限界がある。また、
特開平１１－２８１３号公報に記載された液晶表示装置
においても、線状光源毎に反射器を設けるためコストが
高くなる。更に、特開平１１－１４６３０５号公報に記
載された液晶表示装置においても、枠体を製造する成形
機及び金型が大型化することは抑制できるとしても、枠
体を構成する部品数が多いため、液晶表示装置の低コス
ト化には限界がある。
【００１３】本発明はかかる問題点に鑑みてなされたも
のであって、従来の液晶表示装置よりもコストが低く、
額縁領域が狭い液晶表示装置を提供することを目的とす
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る。
【００１４】
【課題を解決するための手段】本発明に係る液晶表示装
置は、複数個の光源と、この光源の光を反射する裏面反
射板と、前記光源を間に挟んで前記裏面反射板に対向す
るように配置され前記光源の光を透過させて拡散させる
拡散板と、前記拡散板を透過してきた光を選択的に透過
させることにより像を形成する液晶パネルと、前記拡散
板を支持する拡散板支持部及び前記液晶パネルを支持す
る液晶パネル支持部の双方を備えた枠体と、を有し、前
記拡散板及び前記液晶パネルを前記枠体により保持する
ことを特徴とする。
【００１５】本発明においては、枠体が拡散板の縁部を
支持する拡散板支持部及び液晶パネルの縁部を支持する
液晶パネル支持部の双方を備えているため、従来の液晶
表示装置において必須の構成要素である位置決め部材、
金属シャーシ及び樹脂枠体を省略することができる。こ
れにより、従来の液晶表示装置よりも部品数を減らすこ
とができ、また、部品数を減らすことにより液晶表示装
置の組み立て作業の工数が削減され、液晶表示装置のコ
ストを低減することができる。更に、金属シャーシを省
略することにより、額縁領域を狭くすることができる。
【００１６】また、前記光源は、その両端部で弾性体か
らなる取付部材により個別に前記反射板に脱着可能に取
り付けられていることが好ましい。これにより、光源が
裏面反射板に取り付けられているため、液晶表示装置に
おいて光源を交換する際に、裏面反射板を取り外すこと
により全ての光源を一括して交換することができる。こ
のため、光源の交換作業の効率が向上する。また、外部
から光源に加わる振動及び衝撃を緩和し、光源が損傷す
ることを防止することができる。
【００１７】前述の特開２０００－７５２７３号公報に
記載の液晶表示装置においては、図９に示すように、ラ
ンプ３０（線状光源）を交換する際には、液晶表示装置
から樹脂枠体３１、裏面反射板２８、側面反射板２９、
ランプ３０、拡散板２５、金属シャーシ２６及び位置決
め部材２７が一体となった構成物を外し、この構成物か
ら金属シャーシ２６及び拡散板２５を外し、その後、ラ
ンプ３０を外す必要がある。このため、ランプ交換に手
間がかかる。
【００１８】また、前述の特開平１１－２８１３号公報
においては、ランプの交換を容易にする技術が開示され
ているが、特開平１１－２８１３号公報に記載の技術は
ランプを１本ずつ交換する場合に好適な技術である。し
かし、ランプは使用時間の増加に伴って徐々に輝度が低
下するため、液晶表示装置においてランプを１本だけ交
換すると、交換したランプだけが他のランプよりも明る
くなってしまい、画面の輝度が不均一になる。そのた
め、通常は１本のランプが消耗した時点で全てのランプ
を一括して交換する。特開平１１－２８１３号公報に記
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載の液晶表示装置において、全てのランプを一括して交
換する場合は、ランプを１本ずつ取り出して交換しなく
てはならないため、却って手間が増加する。これに対し
て、本発明においては、裏面反射板を取り外すことによ
り全ての光源（ランプ）を一括して交換することができ
るため、光源の交換を効率的に行うことができる。
【００１９】更に、前記枠体の内側面に、前記光源の光
を前記液晶パネルに向けて反射する側面反射板が設けら
れていることが好ましい。これにより、従来の液晶表示
装置において必須の構成要素である側面反射板を省略す
ることができる。
【００２０】更にまた、前記枠体は少なくとも２個の分
割枠体を連結することにより枠状に組み立てられたもの
とすることができる。また、前記枠体は４コーナー部で
分割可能であり、４個の実質的に直線状の分割枠体を連
結することにより枠状に組み立てられたものとすること
ができる。これにより、枠体に拡散板及び裏面反射板を
組み込む作業が容易になる。また、枠体を製造する金型
を小型化することができるため、液晶表示装置のコスト
をより低減することができる。
【００２１】更にまた、前記分割枠体は樹脂を成形する
ことにより形成されているか、樹脂で覆われた金属から
なることが好ましい。これにより、分割枠体の成形が容
易になると共に、従来の液晶表示装置において、ガラス
からなる液晶パネルを保護するために設けられているス
ペーサを省略することができる。この結果、更に部品数
を減らすことができ、コストをより抑制することができ
る。
【００２２】更にまた、前記裏面反射板は、金属板の上
に反射面として反射材料を被着したものであることがで
きる。これにより、光を拡散して反射することができ、
薄く強度が高い裏面反射板を得ることができる。なお、
前記反射材料には、例えば反射効果のある色の樹脂を使
用することができ、例えば白色樹脂を使用することがで
きる。
【００２３】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例について添
付の図面を参照して具体的に説明する。図１は本実施例
に係る液晶表示装置の構成を示す分解組立図である。図
１に示すように、本実施例に係る液晶表示装置において
は、金属からなり断面形状がＬ字形であるフレーム１及
び液晶パネル２が設けられている。液晶パネル２は光を
選択的に透過させると共に着色して像を形成する表示部
２ａと、この表示部２ａの隣接する２辺に接続されて表
示部２ａの動作を制御する接続基板２ｂとから構成され
ている。表示部２ａは２枚のガラス基板とその外側に貼
付された偏光板により構成されている。表示部２ａと接
続基板２ｂとの間は略直角に折り曲げられ、フレーム１
の内部に収納されている。即ち、表示部２ａの片面の側
部及び接続基板２ｂは、断面形状がＬ字形のフレーム１
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7
によって覆われている。
【００２４】更に、液晶基板２の表示部２ａから見て側
部がフレーム１に覆われていない側には拡散板５が設け
られている。拡散板５は例えばアクリルからなる白色の
半透明な板であり、液晶パネル２の表示部２ａに対して
平行に設けられている。以下、拡散板５から液晶パネル
２の表示部２ａに向かう方向を表面方向といい、表示部
２ａから拡散板５に向かう方向を裏面方向という。
【００２５】液晶パネル２の表示部２ａ及び拡散板５の
縁部は樹脂からなる枠状の枠体６により支持されてい
る。枠体６は夫々２本の短辺部材１２と長辺部材１３と
から構成されている。また、拡散板５の裏面側には裏面
反射板８が設けられている。裏面反射板８の中央部近傍
は拡散板５に対して略平行である。裏面反射板８におけ
る相互に対向する２辺を含む２箇所の側部８ａは、裏面
反射板８の中央部近傍に対して０°より大きく９０°未
満の角度で表面側に折り曲げられて起立している。ま
た、裏面反射板８における側部８ａ以外の他の２箇所の
側部には、切込８ｂが設けられている。
【００２６】図２は本実施例に係る液晶表示装置のバッ
クライト１１の構成を示す斜視図である。なお、バック
ライト１１は拡散板５を含むものであるが、図２におい
ては、拡散板５は図示していない。図１及び図２に示す
ように、拡散板５と裏面反射板８との間には、相互に平
行に配置された複数の線状光源である冷陰極放電管等の
ランプ１０が設けられており、ランプ１０の両端部には
ゴムからなるランプ取付部材９が設けられている。ラン
プ取付部材９にはランプ１０の端部が嵌合される空洞部
９ａ及び断面コ字状部９ｂ（図８参照）が形成され、空
洞部９ａによりランプ１０の両端部を支持している。ラ
ンプ取付部材９は断面コ字状部９ｂにより裏面反射板８
の切込８ｂに取り付けられており、これにより、ランプ
１０は裏面反射板８に取り付けられている。ランプ１０
は裏面反射板８の側部８ａと平行に配置され、裏面拡散
板８の側部８ａ及び枠体６により周囲を囲まれている。
裏面反射板８は例えば樹脂からなり、表面が白色であ
り、ランプ１０の光を乱反射するようになっている。但
し、裏面反射板８の表面は鏡面であってもよい。裏面反
射板８はネジ（図示せず）によりフレーム１に連結され
ており、これにより液晶表示装置が一体化されている。
なお、本実施例においては、ランプ１０は冷陰極放電管
である。また、枠体６、拡散板５、ランプ１０、ランプ
取付部材９及び裏面反射板８によりバックライト１１が
構成されている。
【００２７】図３は本実施例の液晶表示装置における短
辺部材１２の構成を示す斜視図である。また、図４
（ａ）乃至（ｄ）は短辺部材１２の構成を示す平面図で
あり、（ａ）は側面図、（ｂ）は上面図、（ｃ）は
（ａ）に直交する側面図、及び（ｄ）は（ａ）の反対側
の側面図である。図３及び図４（ａ）乃至（ｄ）に示す
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ように、短辺部材１２は短辺部材１２の長手方向に延び
液晶パネル２に対して平行な上面部１２ａと、同じく長
手方向に延び上面板１２ａに対して０°より大きく９０
°未満の角度で傾斜する反射板１２ｂと、短辺部材１２
の長手方向両端部に設けられた連結部１２ｃとから構成
されている。上面部１２ａには前記長手方向に延びる溝
部１２ｄが形成され、溝部１２ｄ上には前記長手方向に
延びる段差１２ｅが形成されている。溝部１２ｄは拡散
板５の縁部が嵌合されることにより拡散板５を支持する
ものである。段差１２ｅは液晶パネル２の偏光板（図示
せず）が収まる部分である。また、反射板１２ｂの下端
部には短辺部材１２を貫通する複数の凹部１２ｆが１列
に設けられている。前述の如く反射板１２ｂは上面板１
２ａに対して傾斜していると共に、短辺部材１２は白色
樹脂を成形することにより形成されており、これによ
り、反射板１２ｂはランプ１０の光を液晶パネル２に向
けて反射することができる。また、凹部１２ｆはランプ
取付部材９（図２参照）が嵌合されこれを保持するもの
である。更に、連結部１２ｃは長辺部材１３及び裏面拡
散板８の側部８ａと連結されるものである。
【００２８】図５は本実施例の液晶表示装置における長
辺部材１３の構成を示す斜視図である。また、図６
（ａ）乃至（ｄ）は長辺部材１３の構成を示す平面図で
あり、（ａ）は側面図、（ｂ）は上面図、（ｂ）は
（ａ）に直交する側面図、及び（ｄ）は（ａ）の反対側
の側面図である。図５及び図６（ａ）乃至（ｄ）に示す
ように、長辺部材１３は長辺部材１３の長手方向に延び
る上面板１３ａと側面板１３ｂとからなり、前記長手方
向に直交する断面形状はＬ字形である。長辺部材１３の
上面板１３ａにおける前記長手方向両端部には突起部１
３ｃが形成されている。各突起部１３ｃは前記長手方向
に延びる突起１３ｄ及び前記長手方向に直交する方向に
延びる突起１３ｅの２個の突起から構成されている。突
起部１３ｃは液晶パネル２を位置決めして固定するもの
である。また、上面板１３ａには、前記長手方向に沿っ
て延びる段差１３ｆが設けられている。長辺部材１３は
樹脂を成形することにより形成されている。
【００２９】図７は短辺部材１２と長辺部材１３との結
合部付近の構成を示す斜視図である。図７に示すよう
に、短辺部材１２における上面部１２ａの長手方向端縁
及び連結部１２ｃは、長辺部材１３の上面板１３ａに連
結されている。また、短辺部材１２の段差１２ｅは長辺
部材１３の段差１３ｆに連結され、連続する段差とな
る。更に、突起１３ｄ及び１３ｅからなる突起部１３ｃ
は短辺部材１２と長辺部材１３とが結合されて構成され
る枠体６の角部の表面に配置される。段差１２ｅと段差
１３ｆとから構成される連続する段差と、突起部１３ｃ
とにより液晶パネル２（図１参照）が位置決めされて支
持される。更にまた、連結部１２ｃは裏面反射板８の側
部８ａ（図２参照）に連結される。短辺部材１２の反射
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9
板１２ｂには凹部１２ｆが設けられ、凹部１２ｆには空
洞部９ａを備えるランプ取付部材９が嵌合されている。
【００３０】図８は裏面反射板８、ランプ取付部材９及
びランプ１０の構成を示す斜視図である。図８に示すよ
うに、裏面反射板８の端縁には複数の切込８ｂが等間隔
で設けられている。ランプ取付部材９には空洞部９ａ及
び断面コ字状部９ｂが設けられている。断面コ字状部９
ｂの内部には切込８ｂに嵌合する凸部（図示せず）が設
けられており、この凸部を切込８ｂに嵌合させることに
より、ランプ取付部材９の位置決めを行うことができ
る。
【００３１】冷陰極放電管であるランプ１０はその端部
がランプ取付部材９の空洞部９ａに嵌合される。また、
裏面反射板８における切込８ｂが形成されている位置に
おいて、断面コ字状部９ｂを裏面反射板８に嵌合するこ
とにより、ランプ取付部材９が裏面反射板８に位置決め
され、取り付けられる。これにより、ランプ１０は裏面
反射板８に固定される。なお、ランプ１０の両端部から
は配線（図示せず）が引き出され、この配線はインバー
タ（図示せず）を介して外部の電源（図示せず）に接続
されている。
【００３２】次に、本発明に係る液晶表示装置の動作に
ついて説明する。図１に示すランプ１０に電力が供給さ
れるとランプ１０が発光する。ランプ１０から発振した
光は、直接又は裏面反射板８に反射されて拡散板５に入
射する。拡散板５に入射された光は拡散板５を透過する
ことによって拡散されて均一化し、液晶パネル２の表示
部２ａに入射する。表示部２ａは接続基板２ｂによって
制御され、入射した光を選択的に透過させると共に着色
する。これにより、表示部２ａの表面側に画像を形成す
る。
【００３３】本実施例に係る液晶表示装置においては、
枠体６に溝部１２ｄ及び突起部１３ｃが設けられている
ため、拡散板５及び液晶パネル２を位置決めして支持す
ることができる。これにより、従来の液晶表示装置にお
いて設けられている位置決め部材、金属シャーシ及び樹
脂枠体（図９参照）を省略することができる。また、枠
体６に反射板１２ｂが設けられ、ランプ１０が裏面反射
板８に取り付けられているため、従来の液晶表示装置に
おいて設けられている側面反射板（図９参照）を省略す
ることができる。これにより、液晶表示装置の部品数を
減らすことができる。このように、部品数を減らすこと
により液晶表示装置の組み立てが容易になる。部品数の
低減及び組み立て作業の容易化により、液晶表示装置の
コストが抑制される。更に、金属シャーシ及び樹脂枠体
を省略できるため、額縁領域を狭くすることができる。
【００３４】また、本実施例に係る液晶表示装置におい
ては、ランプ１０が裏面反射板８に取り付けられている
ため、ランプ１０を交換する際に、裏面反射板８を取り
外すことにより全てのランプ１０を一括して交換するこ
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とができる。このため、ランプの交換作業の効率が向上
する。
【００３５】更に、本実施例に係る液晶表示装置におい
ては、ランプ１０がゴムからなるランプ取付部材９を介
して裏面反射板８に取り付けられているため、外部から
印加される振動及び衝撃を緩和し、ランプ１０の損傷を
防止することができる。また、従来の側面反射板に切り
込みを設けてランプを支持する方法においては、切り込
みが増えると側面反射板の強度が低下すると共に側面反
射板における反射面積が低減するため、液晶表示装置に
多くのランプを設けることができない。これに対して、
本実施例においては、ランプ取付部材９によりランプ１
０を支持しているため、ランプ１０の数を従来よりも増
やすことができる。これにより、表示部２ａの明るさを
向上させることができ、明るさの調整範囲を広げること
ができる。また、ランプ１０の本数を増やすことによ
り、輝度の均一性を向上させることができる。これによ
り、ランプ１０と液晶パネル２との間の距離を小さくす
ることができ、液晶表示装置を薄型化することができ
る。
【００３６】更にまた、本実施例に係る液晶表示装置に
おいては、枠体６が樹脂により構成されているため、枠
体６がガラスからなる液晶パネル２の表示部２ａに接触
しても、表示部２ａを傷つけることがない。このため、
従来の液晶表示装置に設けられているスペーサ（図９参
照）を省略することができる。これにより、更に部品数
を減らすことができ、コストをより抑制することができ
る。また、枠体６が樹脂により構成されているため、液
晶パネル２の接続基板２ｂと枠体６との間に絶縁部材を
設ける必要がなく、更に、ランプ１０の配線（図示せ
ず）を絶縁皮膜により覆う必要がない。このため、より
一層の低コスト化を図ることができる。
【００３７】更にまた、枠体６が夫々２本の短辺部材１
２及び長辺部材１３により構成されているため、液晶表
示装置の組み立て時において、枠体６に液晶パネル２、
拡散板５及び裏面反射板８を組み込む作業が容易にな
る。また、枠体６を製造する金型を小型化することがで
き、より一層の低コスト化を図ることができる。また、
フレーム１が金属により構成されているため、フレーム
１にシールド性を付与することができる。
【００３８】なお、本実施例においては、枠体６が短辺
部材１２及び長辺部材１３により構成されている例を示
したが、本発明においては、枠体６は一体化された部品
であってもよい。これにより、枠体６を製造する金型は
大型化するが、液晶表示装置の部品数を更に減らすこと
ができる。また、本実施例においては、裏面反射板８が
樹脂により構成されている例を示したが、裏面反射板８
は金属により構成されていてもよく、アルミニウム又は
アルミニウム合金等の金属に白色樹脂がコーティングさ
れているものであってもよい。更に、本実施例において
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は、ランプ取付部材９がゴムにより構成されている例を
示したが、ランプ取付部材は他の材料により構成されて
いてもよい。ランプ取付部材を熱伝導性が良好な材料に
より構成することにより、ランプ１０から効率良く放熱
することができる。
【００３９】更にまた、本発明においては、切込８ｂの
間隔を従来の液晶表示装置におけるランプの間隔よりも
狭くできるため、予め裏面反射板８の切込８ｂをランプ
１０の本数よりも多く形成してもよい。これにより、液
晶表示装置の組み立て時にランプ１０の本数及び配置を
選択することができる。また、液晶表示装置を一定期間
使用した後に、ランプ１０の本数及び配置を変更するこ
とも容易である。更にまた、裏面反射板８に切込８ｂを
設けずに、ランプ取付部材９を裏面反射板８に嵌合して
もよい。これにより、裏面反射板８におけるランプ取付
部材９の嵌合位置を任意に設定できるので、ランプ１０
の数及び位置を任意に設定することができる。従って、
液晶表示装置の使用後にランプが経時劣化してこれを取
り替えるような場合に、ランプの数及び位置を当初の数
及び位置から容易に変更することができる。更にまた、
本実施例においては、裏面反射板８がネジによりフレー
ム１に連結される例を示したが、裏面反射板８は嵌合又
は両面テープ等によりフレーム１に連結されていてもよ
い。
【００４０】
【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、
従来の液晶表示装置よりもコストが低く、額縁領域が狭
い液晶表示装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例に係る液晶表示装置の構成を示
す分解組立図である。
【図２】本実施例に係る液晶表示装置のバックライトの
構成を示す斜視図である。
【図３】本実施例の液晶表示装置における短辺部材の構
成を示す斜視図である。
【図４】（ａ）乃至（ｄ）は本実施例の液晶表示装置に
おける短辺部材の構成を示す平面図であり、（ａ）は側
面図、（ｂ）は上面図、（ｃ）は（ａ）に直交する側面
図、及び（ｄ）は（ａ）の反対側の側面図である。
【図５】本実施例の液晶表示装置における長辺部材の構
成を示す斜視図である。
【図６】（ａ）乃至（ｄ）は本実施例の液晶表示装置に
おける長辺部材の構成を示す平面図であり、（ａ）は側
面図、（ｂ）は上面図、（ｃ）は（ａ）に直交する側面
図、及び（ｄ）は（ａ）の反対側の側面図である。
【図７】本実施例の液晶表示装置における短辺部材と長
辺部材との結合部付近の構成を示す斜視図である。
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【図８】本実施例の液晶表示装置における裏面反射板、
ランプ取付部材及びランプの構成を示す斜視図である。
【図９】従来の液晶表示装置の構成を示す分解組立図で
ある。
【符号の説明】
１；フレーム
２；液晶パネル
２ａ；表示部
２ｂ；接続基板
５；拡散板
６；枠体
８；裏面反射板
８ａ；側部
８ｂ；切込
９；ランプ取付部材
９ａ；空洞部
９ｂ；断面コ字状部
１０；ランプ
１１；バックライト
１２；短辺部材
１２ａ；上面部
１２ｂ；反射板
１２ｃ；連結部
１２ｄ；溝部
１２ｅ；段差
１２ｆ；凹部
１３；長辺部材
１３ａ；上面板
１３ｂ；側面板
１３ｃ；突起部
１３ｄ、１３ｅ；突起
１３ｆ；段差
２１；フレーム
２２；液晶パネル
２２ａ；表示部
２２ｂ；接続基板
２３；スペーサ
２５；拡散板
２６；金属シャーシ
２７；位置決め部材
２８；裏面拡散板
２８ａ；側部
２９；側面反射板
２９ａ；切り込み
３０；ランプ
３１；樹脂枠体
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